






  医療機関における労務トラブル事例 

 
昨今は、慢性的な人材不足に加えて、インターネットの普及により職員側も

情報を得ている為、医院の労務体制の隙を突くようなトラブルが増えています。

このような非常に対応が悩ましい事例を、対応策とともにご紹介します。  

人材紹介会社とのトラブル 

医療専門職の採用は、ハローワークからの紹介が激減し、高額な紹介料がと

もなう人材紹介会社経由の採用が主流となりました。また他業種の賃上げに伴

い受付事務の採用もハローワークでの採用が難しくなってきています。そんな

中で紹介料を払って採用したスタッフになんらかの問題があり、トラブルとな

るケースが増えています。こちらの期待する能力に達していないケースや、   

メンタルヘルス疾患履歴があり採用後再発をするケース等です。 

～対応策～ 

・こちらの期待する業務水準を予め本人へ具体的に明示しておき、段階的に 

本人とも擦り合わせたうえ能力に見合った賃金へと改定してゆく。能力不足は

解雇理由になり得るが、本人と面談し合意を得ながら段階を踏むことが重要。 

・メンタルヘルス等の疾患履歴を事前に紹介会社に確認をしておく。 

 
 

高齢職員の対応 

人材確保難もあり職員の高齢化が加速しています。６０歳の定年を過ぎても

人員的に医院運営に欠かせない場合も多く、そのまま雇用を継続するケースが



増えていますが、事前に本人との間で継続雇用のルールを明確にしておかない

と、後々のトラブルの原因となってしまいます。また定年を機に基本給を引き

下げるケースも多いですが、「同一労働同一賃金」や、「最低賃金」の観点から

も問題とならないよう注意が必要となります。 

～対応策～ 

・「就業規則」「継続雇用規程」等により制度を明確にし、定年前に本人に条件

を提示したうえで、本人の意向を確認しておく。 

 ・本人の意向と現在の働き方を考慮したうえで有期雇用契約を結び、期間満了

時に現状の働きと能力に見合った条件にて契約を更新してゆく。 

 
 

感情の起伏が激しい職員への対応 

日頃は問題がないものの、何か注意を受けたり、自分の気に入らないことが

あると周りに対して攻撃的になり、まるで腫れ物に触るような状態となる。 

～対応策～ 

・職員として望ましくない行動を具体的に明記して共有しておく。 

ルールが守られていない場合は、職場全体の雰囲気に関わる問題となっている

ことを本人へ伝え改善を促す。それでも改善されず患者や同僚とのトラブルが

発生するようであれば、懲戒解雇も前提に毅然とした対応をとる。 

 

いずれの問題も、「言うは易し、行うは難し」ですが、まずは医院のルールを

明確にしておくことと、常に現状に合わせて改定することが重要となります。 

                            医業支援専門室  
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